
戸田ビルパートナーズ株式会社

（単位：千円）

金 額 金 額

流　　動　　資　　産 5,659,614 流　　動　　負　　債 4,416,336

1,571,896 765,000

75,984 786,074

153,927 913,440

1,782,684 46,763

79,813 7,129

1,972 80,805

1,946,519 1,330,023

51,814 156,355

8,557 197,199

▲ 13,556 133,545

固　　定　　資　　産 7,812,963 固　　定　　負　　債 1,010,348

　 有形固定資産 7,061,517 229,774

1,681,710 3,125

9,846 752,546

5,369,961 24,902

5,426,685

 　無形固定資産 23,530 株　　主　　資　　本 8,014,103

23,530 100,000

0 115,381

115,381

7,798,722

25,000

　 投資その他の資産 727,915 7,773,722

64,848 7,280,000

20,030 493,722

483,855 評　価　・　換　算　差　額　等 31,789

146,171 31,789

13,011 8,045,893

13,472,578 13,472,578

（注１）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（注２）　当期純利益　471,356千円

長 期 保 証 金

繰 延 税 金 資 産 その他有価証券評価差額金

そ の 他 の 資 産 純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

投 資 有 価 証 券 別 途 積 立 金

出 資 金 繰 越 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 資 産 除 去 債 務

負 債 合 計

純
純純
純 資

資資
資 産

産産
産 の

のの
の 部

部部
部

ソ フ ト ウ ェ ア 資 本 金

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

退 職 給 付 引 当 金

建 物 ・ 構 築 物 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

工 具 器 具 ・ 備 品 不 動 産 賃 貸 保 証 金

貸 倒 引 当 金 未 払 消 費 税

関 連 会 社 貸 付 金 保 険 料 預 り 金

前 払 費 用 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 流 動 資 産 未 払 法 人 税 等

未 収 入 金 前 受 収 益

未 成 工 事 支 出 金 完 成 工 事 補 償 引 当 金

貯 蔵 品 預 り 金

現 金 及 び 預 金 短 期 借 入 金

受 取 手 形 未 払 金

電 子 記 録 債 権 未 成 工 事 受 入 金

貸　　　借　　　対　　　照　　　表
貸　　　借　　　対　　　照　　　表貸　　　借　　　対　　　照　　　表
貸　　　借　　　対　　　照　　　表

（２０１９年３月３１日現在）

科 目 科 目

資　産　の　部
資　産　の　部資　産　の　部
資　産　の　部 負　債　の　部

負　債　の　部負　債　の　部
負　債　の　部



　【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

１． 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

　その他有価証券

　　時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している）

　　時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

　貯蔵品 個別法による原価法

　販売用不動産 個別法による原価法

　未成工事支出金 個別法による原価法

　不動産事業支出金 個別法による原価法

２． 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（ﾘｰｽ資産除） 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）

は定額法を採用している。

2012年4月1日以後に取得したものについては改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更している。

また2016年4月1日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更している。

なお、この変更による影響額は軽微である。

(2) 無形固定資産（ﾘｰｽ資産除） 定額法

３． 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき

計上している。

(3) 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の

完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上している。

(4) 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事のうち

当連結会計年度末において損失の発生が見込まれ、かつその

金額を合理的に見積もることができる工事について損失見込額

を計上している

(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末

要支給額を計上している。

(6) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。

４． 収益及び費用の計上基準 完成工事高の計上基準は、「工事契約に関する会計基準」

に準じている。

５． その他 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

個　別　注　記　表個　別　注　記　表個　別　注　記　表個　別　注　記　表


